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寒
く
な
る
と
暖
房
器
具
な
ど
で
灯
油
を

取
り
扱
う
機
会
が
増
え
る
こ
と
に
伴
い
、

灯
油
の
流
出
事
故
が
多
発
し
ま
す
。
そ
の

多
く
は
、
ホ
ー
ム
タ
ン
ク
か
ら
の
給
油
中

に
そ
の
場
を
離
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
原
因

で
す
。河
川
な
ど
に
流
出
し
た
油
の
回
収
・

処
理
費
用
は
、
原
因
者
の
負
担
と
な
り
ま

す
。
灯
油
の
流
出
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

流
出
事
故
を
防
ぐ
た
め
に

・
給
油
中
は
、
そ
の
場
か
ら
離
れ
ず
目
を

離
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

・
給
油
後
は
、
ホ
ー
ム
タ
ン
ク
の
バ
ル
ブ

を
確
実
に
閉
め
ま
し
ょ
う
。

・
配
管
に
破
損
や
腐
食
が
な
い
か
定
期
的

に
点
検
し
ま
し
ょ
う
。

万
が
一
に
備
え
た
対
策

・
防
油
堤
（
灯
油
が
あ
ふ
れ
出
た
と
き
の

受
け
皿
）
や
自
動
停
止
す
る
給
油
補
助

器
具
を
設
置
し
ま
し
ょ
う
。

流
出
し
て
し
ま
っ
た
ら

・
布
き
れ
や
新
聞
紙
な
ど
で
灯
油
が
水
路

に
流
れ
出
な
い
よ
う
処
置
し
て
く
だ
さ

い
。河
川
な
ど
へ
の
流
出
を
防
ぐ
た
め
、

水
で
は
洗
い
流
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・
速
や
か
に
市
役
所
か
消
防
署
に
通
報
し

て
く
だ
さ
い
。

消
防
本
部　
☎
７
８
２・９
１
１
９

消
防
大
和
分
署　
☎
７
７
９・４
６
０
０

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
は
、
障
が

い
者
の
保
護
者
が
加
入
者
と
な
り
、
一
定

期
間
に
掛
金
を
納
め
る
こ
と
で
、万
が
一
、

加
入
者
が
死
亡
し
た
場
合
や
重
度
障
が
い

を
負
っ
た
場
合
に
、
障
が
い
者
に
終
身
の

年
金
を
支
給
す
る
制
度
で
す
。

掛
金　
１
口
に
つ
き
月
額
９
，３
０
０
円

〜
２
３
，３
０
０
円

※
加
入
時
の
年
齢
で
異
な
り
ま
す
。
障
が

い
者
１
人
に
つ
き
２
口
ま
で
加
入
で
き

ま
す

年
金
支
給
額

　

１
口
に
つ
き
月
額
２
万
円

加
入
者
の
要
件
（
す
べ
て
に
該
当
）

①
障
が
い
者
を
扶
養
す
る
保
護
者

②
加
入
年
度
の
４
月
１
日
時
点
の
年
齢
が

65
歳
未
満

③
特
別
な
疾
病
や
障
が
い
が
な
い

障
が
い
者
の
要
件
（
い
ず
れ
か
に
該
当
）

①
知
的
障
が
い
者

②
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３
級
所
持
者

③
精
神
か
身
体
に
①
か
②
と
同
程
度
の
永

続
的
な
障
が
い
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
人

持・
福
祉
課
で
配
布
す
る
申
請
書

・
料
金
等
口
座
振
替
依
頼
書

・
加
入
者
と
障
が
い
者
の
住
民
票

・
加
入
者
の
告
知
書

・
障
が
い
の
種
類
・
程
度
を
証
明
す
る
も

の
（
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳

な
ど
）

交
付
を
希
望
す
る
次
の
対
象
者
は
、
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

対
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
身
体
障
害
者
手

帳
（
１
〜
４
級
）、
療
育
手
帳
、
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
所
持
し
、
①

か
②
に
該
当
す
る
人

①
75
歳
以
上
で
冬
期
間
（
12
月
〜
翌
年
３

月
）
に
、
自
動
車
の
運
転
が
で
き
な
い

②
人
工
透
析
の
治
療
者
で
体
調
不
良
の
た

め
、
自
動
車
の
運
転
が
で
き
な
い

※
人
工
透
析
等
通
院
費
助
成
の
受
給
者

と
、
自
ら
車
の
運
転
を
行
わ
ず
、
既
に

交
付
を
受
け
て
い
る
人
を
除
く

申
請
に
必
要
な
も
の

前
記
の
手
帳
（
重
複
し
て
所
持
す
る
人

は
す
べ
て
の
手
帳
）

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の
減
免
申
請
は
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
へ
郵
送
し
て
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

免
除
手
続
き
に
必
要
な
申
請
書
な
ど

は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
取
得
で

き
ま
す
。

※
減
免
に
は
、
全
額
免
除
と
半
額
免
除
が

あ
り
ま
す
。申
請
に
必
要
な
書
類
な
ど
、

詳
し
く
は
市
報
６
月
１
日
号
を
ご
覧
に

な
る
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

郵
送
に
係
る
問
合
せ
先

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
７
０
・
０
７
７
・
０
７
７

（
受
付
：
午
前
９
時
〜
午
後
６
時
）

問
・
申
福
祉
課 

障
が
い
福
祉
係

☎
７
７
３・６
６
６
７

Ｆ
７
７
３・６
７
２
３

障
が
い
者
タ
ク
シ
ー
利
用
券
を

交
付
し
て
い
ま
す

問
・
申
福
祉
課 

障
が
い
福
祉
係

☎
７
７
３・６
６
６
７

Ｆ
７
７
３・６
７
２
３

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
減
免
の
申
請

は
郵
送
で
も
手
続
き
で
き
ま
す

交
付
枚
数

　

１
人
10
枚
（
１
枚
あ
た
り
５
０
０
円
）

有
効
期
限　
交
付
さ
れ
た
年
度
内

利
用
方
法　
タ
ク
シ
ー
利
用
券
裏
面
に
記

載
の
タ
ク
シ
ー
会
社
を
利
用
し
、
１
回

の
乗
車
に
つ
き
、
料
金
総
額
の
範
囲
内

で
６
枚
ま
で
利
用
可
。
必
ず
手
帳
を
提

示
し
て
ご
乗
車
く
だ
さ
い
。

受
付
窓
口　

福
祉
課 

障
が
い
福
祉
係
、

大
和
・
塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー


